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日本育療学会第13回学術集会総括報告

小畑文也（日本育療学会第13回学術集会会長）

日本育療学会第13回学術集会が、平成21年8月

22日・23日の二日間にわたって茨城・筑波大学・

大学会館・国際会議室を会場に「子どものこころ

とからだの健康をはぐくむ」をテーマに行われま

した。

学術集会開催にあたりご支援賜りました皆様に

あらためてお礼申し上げますとともに、成功裡に

終わりましたことをご報告いたします。

テーマは、発達を軸として子どものこころとか

らだの健康を考えるという趣旨で、それに関わる

口頭発表が17件、今回の学術集会から設定したポ

スター発表が7件と､合計で24件の発表が行われ、

230名余りの参加を得ることができました。この

学術集会も年々発表件数､参加者数が増えており、

従来は、なかなか日の当たることの無かった、こ

の領域（様々な病気によってハンディを負ったこ

どもの心のケア）にも、興味や関心を持つ人が増

えていることを実感できました。また、これまで

そういった領域で働いていて、公表の場が無かっ

た人の発表も多かったように思います。日本育療

学会が、その知名度を上げてきたことの表れかと

も思います。

22日は口頭発表I 「幼児期の支援」を中心に4

件の発表から始まりました。内容は保育士の養成

から、実践報告まで多岐にわたりましたが、新生

児を含める就学前児の支援の必要性や、そのため

の具体的な方策を知る機会となりました。

口頭発表Ⅱは「養護教諭による支援」を中心に

5件の発表がありました。病気のこどもの教育支

援は殆どの場合、通常の学級で行われていますの

で、養護教諭の役割は重要なものとなります。そ

の実践報告を通して現状での実態や問題点を知る

ことができました。

理事会、総会の後、大会長講演は「病気のこど

もと心の科学」と言う題で行われました。基調講

演として「病気の子どもの教育的支援」という題

で和歌山大学の武田鉄郎先生にお願いいたしまし

た。大会長講演の内容をさらに詳細に分かりやす

く説明していただきましたが、この一連の講演を

通して、EBMが主流である医療の中で、コメデイ

カルが主体性をもって活躍するためには、 しっか

りとした理論軸が必要であることを再認識できま

した。

ただ、今回は発表数の関係で、講演の時間が当

初の半分になり、講演そのものの時間と討議に十

分な時間がとれなかったのは残念でした。

ポスター発表は本学会では初めての試みでし

た。様々な発表が行われ、それぞれのポスターの

前では、説明と名刺交換等の光景が見られ、研究

を通してのコミュニケーションが図られたようで

す。ただ、一つ一つの研究の説明を聞きたかった

という意見もあり。今後の課題の一つとなりまし

た。

23日は口頭発表Ⅲ 「病棟の心理支援」の4件か

ら始まりました。病棟で子どもの育ちを支援する

様々な試みや実態が報告されましたが、私たちが

普段は目にすることのできない支援の方法もあり

ました。こうした方法の効果を検証することもこ

れからの課題となるでしょう。

続いて、口頭発表Ⅳ 「復学支援」では4件の

発表がありました。内容は子どもさんや保護者の

支援の実際、制度の調査等、4件とはいえその幅

広く 「復学」今も、 またこれからも、具体的な解

決を求められる課題であることが再確認できまし

た。育療学会からの提言も必要なことかも知れま

せん。

23日午後は大会テーマの「子どものこころとか

らだの健康をはぐくむ」という題で一般公開シン

ポジウムが開催されました。シンポジストは院内

学級の先生、医療保育士、臨床心理士、看護師と

して、 まさに「子どものこころとからだの健康を

はぐくむ」ために一線で活躍している方々です。
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一般にこうした多職種の発表になりますと「連

携」がテーマになりがちですが、敢えて今回は、

それを中心とすることなく、それぞれの職種の特

徴や、現実的な問題点、それぞれの主張を離して

いただきました。

基本的な「子ども」観がそれぞれの職種で微妙

に異なっていることや、現実的に職務、体制が異

なることなどの違いが浮き彫りにされたように思

います。 「連携」を語る前には、 まず、それぞれ

の職種の本音を聞くことが重要だと思っておりま

す。お互いの職業の内実を知らずに連携は成り立

ちませんし、知らずに「連携」を語っても無意味

です。無理な連携から生まれるギクシヤクした関

係は、 「子どものこころとからだの健康をはぐく

む」上で大きな障壁となります。その意味では、

この、は「言い放し」のシンポジウムは非常に有

益であったと自負しております。

また、それが故に、 まとめにくいシンポジウム

であったかと思いますが、横田雅史先生の助言で

まとまりを得ることができました。

先述しましたように、シンポジウムを含め、今

回は時間密度の高い二日間となりました。それぞ

れの先生方で、語り尽くせない部分も多々あった

ことと思いますが、業者いただきますと共に、御

礼申し上げます。

終わりに、この学術集会を開催するにあたり。

ご後援。ご援助くださいました文部科学省・厚生

労働省･茨城県教育委員会･つくば市教育委員会・

茨城県難病相談・支援センター・NPO難病のこ

ども支援全国ネットワーク・全国病弱虚弱教育研

究連盟・全国特別支援学校病弱教育学校長会・全

国病弱虚弱教育学校PTA連合会・全国病弱教育

研究会他諸団体、本学会準備委員として多大なご

協力をいただいた、研究室所属学生、OB,OGの

方に心より感謝申し上げます。
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平成21年度日本育療学会第13回学術集会（つくば大会）

並びに総会開催要項大会テーマ

「子どものこころとからだの健康をはぐくむ」

1.開催日時：平成21年8月22日（土)9:20-17:00

23日 （日) 9:20-15:30

6．参加申し込み方法

Eメール(nihonikuryou@gmail.com)等による

参加申し込みと参加費振り込みの確認をもって事

前参加とします。

会員の方は「育療」に同包の振り込み用紙をお

使いください。

非会員の方は、振り込み用紙の通信欄に内訳

(例：参加費5000円十懇親会費5000円=10000円）

をご記入の上、ゆうちよ銀行00160-7-318526加

入者名：日本育療学会第13回大会事務局まで郵

便払込取扱票（青色）にてお振り込みください。

なお、発表者は筆頭・連名とも会員に限ります。

現在会員でない方は、 日本育療学会ホームページ

(http://nihonikuryo.jp/)より、入会手続きをお

願いいたします。

2．会場：筑波大学大学会館国際会議室（茨城

県つくば市天王台ThL (029-853-8630)

3．会長：小畑文也(筑波大学）

4．内容：

22日

口頭発表I

口頭発表Ⅱ

理事会

学会総会

大会長講演

基調講演

ポスターセッション

23日口頭発表Ⅲ

口頭発表Ⅳ

シンポジウム（一般公開） 「子どものこころと

からだの健康をはく'くむ」

＊詳細は次ページ以降の「プログラム」をご参

照ください。

7．後援

文部科学省

厚生労働省

茨城県教育委員会

つくば市教育委員会

茨城県難病相談・支援センター

認定NPO法人難病のこども支援全国ネット

ワーク

全国病弱虚弱教育研究連盟

全国特別支援学校病弱教育学校長会

全国病弱虚弱教育学校PTA連合会

全国病弱教育研究会

5．参加費(当日参加）

学会員5,000円（事前申し込み4,000円）

非会員6,000円（事前申し込み5,000円）

学生4,000円（事前申し込み3,000円）

懇親会5,000円
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日本育療学会第13回学術集会 2009/8/22丑3

|

|
平成21年度日本育療学会第13回学術集会並びに総会プログラム

テーマ「子どものこころとからだの健康をはぐくむ」大会

’ 22日(土曜日) 9;20-17:OO ’

22日午前(9:20-12:30)

|開会式:理事長挨拶学術集会長挨拶
|口頭発表(発表'2分､質疑5分）

I受付は8;45分頃より開始する予定です

9220

9:30

座長 発表者 発表題目

石川慶和

大阪大谷大学

幼稚園･保育所の教職員に求められる特別支援教育の基本スキ
ル 一研修及び養成の視点から一

1

病気の子どもの保育環境の検討
一慢性疾患･発達障害の幼児期から学童期への移行一

河合洋子
聞西蕃膳医鋸大学

横田雅史

帝京平成大学

大見サキエ
浜松医科大学

岸川亜矢
関西肴腹医療大学

松尾百葱
関西君眼医療大学

藤原奈佳子
愛知きわみ■腹短期大学

口
頭
発
表
Ｉ
幼
児
期
の
支
援

西牧謙吾
国立特別支援敬育総合研究所

滝川国芳
国立特別支援敬育縫合研究所

2

相馬あゆみ
特別支授学校ねむの木

医療行為における子どもの心理的準備に関する研究
一歯科治療を中心とした検討一

小畑文也
筑波大学

３
－
４ 關登美子

大阪家庭裁判所

小児病棟における0歳からの発達援助
-well-beingとして生きる為の医療環境保全を考えた実践報告

全体討溌10250

小･中学校における養渡教諭のアレルギー疾患児への支援10:50 小川大介
新潟市立新津第一小学校

笠原芳隆
上越軟宵大学

５

’

６

７

口
頭
発
表
Ⅱ
養
護
教
諭
に
よ
る
支
援

通常学級に在籍する発達障害児との関わり一保健室のあり方一三浦日香
南知多町立豊浜中学校

横田雅史
帝京平成大学

通常学級に在籍する発達障害児への養護教諭としての支援･指
導一保健室におけるエ夫の実態一

中里祐美
松阪市立三套北幼稚園

横田雅史
帝京平成大学島治伸

徳島文理大学

中塚博勝
大利根旭出福祉園

特別な教育的支援を必要とする子どもへの対応－その1特別
支援学級の補助教員の視点から一

谷麻紗美
千葉県立松戸特別支援学校

金子紘子
西尾市立西野町小学校

工藤綾乃
轡臼井市立脚11小学校

8

特別な教育的支援を必要とする子どもへの対応－その2通常
の学校の養護教諭の視点から一

金子紘子
西尾市立西野町小学校

工藤綾乃
春日井市立松山小学校

谷麻紗美
千藁県立松戸特別支擾学校

9

全体討議12:30

’22日午後(12:30-17:00)

12:30

13:30

昼食(理察会:大会本部）

13:30

13255
学会総会

休憩

牒簔
14:00

14240

大会長購演 小畑文也｢病気のこどもと心の科学」
筑波大学人間総合科学研究科准教授

休憩

武田鉄郎｢病気の子どもへの教育的支援」

和歌山大学教育学部教授

休憩･準備

ポスターセッション(在籍時間30分前半･後半で交代）

在席時間 発表者

16:00 末廣由伊
P’特別医駁法人慈生会等潤病院

小沢和也
P2

筑波大学

小松華奈
P3

筑波大学

伊藤由
P4

16:30 筑波メ

16:30 笠原ヲ
P5

上越教菅

江頭
P6 栃木県モンテッソーI‘

丹羽健太郎
P7

末廣由伊

特別医療法人慈生会等潤窺院

16200

小沢和也
筑波大学

小松華奈
筑波大学

伊藤由
16230

笠原芳16230

江頭

丹羽健太郎
筑波大学17

16:00

発表題目

小畑文也
筑波大学

ALS患者を親にもつ子どもの親への感情に関する質的研究

小畑文也
筑波大学

病院内学級担当教員が窓識する職務についての検討

前半
小畑文也
筑波大学

長期入院児に遊びの機会を保障する病棟密藩型ボランティアの
現状と課題-A大学病院脳外科専門病棟の事例による検討一

美子
筑波大学

現代人の健康の曙癖について

筋ジストロフィ一児の卒業後の生活の質を高めるための教育内
容

隆
上越教育大学

重度･重複しようがい児(者)のキネシクス情動表現分析に関する
研究一感覚教材と情動表現記録法を中心に一

進
栃木県モンテッソーリ治探教育研究会

後半

場面鍼黙を持つ保育園児のための疾病概念理解と家庭との連
携を主軸とした支援導入の試み

宮本信也
筑波大学17と00 200

17:30

19:30

17:30

19号30

懇親会百香亭
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日本育療学会第13回学術集会 2009/8/2223

’I 23日（日曜日) 920-15:30

|受付は8:45分頃より開始する予定です23日午前(920－12:00）

9:20 口頭発表

座長 発表者 発表題目

重度･重複障害児の療育的音楽活動一こころと身体から｢自己」
を育てる一

高山仁

たかやま音楽療法研究所
10

11

口
頭
発
表
Ⅲ
病
棟
の
心
理
支
授

医療･家庭･学校をつなぐICFの活用をめざして一く第1次＞箱
神疾患のある児童牛捷の実態把握の方法の検討一

森山貴史 甲田隆

青海県立冑壷若葉養膿学校青轟県立青森若葉養襲学校濱中喜代

東京慈恵会医科大学

士屋忠之

東京都立墨東特別支援学校

入院児の病床環境に関する研究古宇田千晶

筑波大学

高田麻衣子

横浜訓盲院

小畑文也

筑波大学

12

自己表現としての写真活動一自由な自己表現から生まれる自己
肯定感､他者との交流一

酒井貴子

特定非営利活動法人日本写真療法家協会
13

全体討論
10:40

10240 中澤幸子

神奈川県立平塚盲学校

泉真由子

横浜国立大学

長期瞭養患児と保護者の心理的相互作用の関係について一小
児脳腫瘍を再発した患児への復学支援を通して一

14

病気擦養児の復学に関する現状と課題一都道府県政令指定都
市教育委員会の実態調査より一

田中賀陽子

和歌山大学

武田鉄郎

和歌山大学

平賀健太郎

大阪教育大学

泉真由子

横浜国立大学

口
頭
発
表
Ⅳ
復
学
支
援

山本昌邦

横浜国立大学名誉教授

棹山勝子

元神奈川県立

横浜南養護学校校長

15

岡本光代

和歌山県立医科大学

武田鉄郎

和歌山大学

小児がん患児の復学支援のための病院と地域の連携一オースト
ラリアの小児病院での面接調査より－相

一
打 岡村三由紀

茨城県立友部東養謹学校

復学校へのスムーズな教育の継続をめざして一茨城県立こども
病院訪問学級の取り組み一

全体討論
12:00

23日午前(12:00-15:30) ’

12:00

’昼食〈シンポジウム打ち合わせ:大会本部)12:00-13:00
一般公開(入場無料）13fOO

13:00

公開シンポジウム｢子どものこころとからだの健康をはぐくむ」

企画趣旨説明 司会西牧嫌吾

日本育療学会理事長国立特別支援教育研究所教育支援部上席総括研究員

シンポジストからの提言

教育の立場から 副島賢和

東京都品川区立清水台小学校昭和大学病院内さいかち学級教諭

保育の立場から 中村崇江

自治医科大学とちぎ子ども医療センター保育士

看護の立場から 野村佳代

埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科講師(看護師）

心理士の立場から 日高響子

筑波大学附属病院茨城県難病相談･支援センター臨床心理士

助言 横田雅史

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科教授

ディスカッション
15220

15:30 1閉会式
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口頭発表I

幼児期の支援

座長西牧謙吾（国立特別支援教育総合研究所）

滝川国芳（国立特別支援教育総合研究所）

1－1 幼稚園・保育所の教職員に求められ

る特別支援教育の基本スキル

ー研修及び養成の視点から一

（石川慶和）

特別支援教育に理解のある幼稚園教諭や保育士

の育成には、現場のニーズに応じた研修内容の充

実が求められる。また、支援を必要とする子ども

を理解し、支援を行うための最低限必要な特別支

援教育の基本的スキルを身につけることは重要で

ある。本研究では、研修や養成において獲得すべ

き特別支援教育の基本スキルについて明らかにす

ることを目的に、幼稚園教諭や保育士を対象に質

問紙調査を行った。結果については、現職に必要

な研修、保育者の養成、大学の研究者に期待する

ことの3つの観点で報告した。そして、現職研修

に求められる基本スキルとして保護者を含めた家

族支援、養成段階で求められる基本スキルとして

障害の有無で子どもの対応に段差を作らないスキ

ルの育成をあげた。

者との対応で困難こと.うまくいっていること、

保育に関する要望・意見について整理した。そし

て、保育を円滑に進めるためには、周囲の子の認

識や保護者の病気（障害）の受容などが大きく影

響すること、加配保育士が必要であること、発達

センター等との連携が必要であることを明らかと

した。また、保育・教育経験者との交流の場、病

気(障害)の理解等の研修会の必要性を報告した。

1－3医療行為における子どもの心理的準

備に関する研究

一歯科治療を中心とした検討一

（相馬あゆみ他）

子どもが医療行為を受ける歳には、子ども自身

がこれから起こることに見通しをもち、 自分が主

体であると感じることによって、医療行為に主体

的に取り組むことができる。本研究では、子ども

の歯科治療において、①歯科医療従事者の子ども

への説明や対応、②医療従事者とのやりとりの中

で子どもはどのように心理的準備をするのか、に

ついて明らかにすることを目的とした｡その結果、

年齢群に関わらず、これから行われる処置内容、

処置終了後に次回の処置内容の予告が行われ、治

療の際には、行っている処置がどうして必要なの

かということについても理解させようとしている

ことがわかった。また、不安や不快な状況が生じ

ると、医師がその状況を斜酌し、子どもが安心し

て処置に取り組むようにしていること、痛みの有

無についても、予告することによって子どもの心

理的準備を促していることを報告した。

1－2病気の子どもの保育環境の検討

一慢性疾患・発達障害の幼児期から学

童期への移行一

（河合洋子他）

2009年に改正された保育所保育指針では、 「小

学校との連携」が挙げられ､子どもを送り出す側、

受け入れる側の双方の連携が求められている。本

研究では、保育従事者に対する面接調査を行い、

慢性疾患や発達障害の子どもの保育経験等につい

て分析を行い、具体的な支援の方法を検討するこ

とを目的とした。結果は、保育施設の概要、保育

経験で困難なこと．うまくいっていること、保護
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を設定することによって入院児と親が集い、視聴

触感覚と体位感覚を育むカリキュラムが、 自発性

を誘発し、情緒の分化と自己の芽生えを授け、治

療に対するトラウマ緩和に役立つ、遊びの交渉

が、言語と社会性の発達を授け心と身体と脳が育

つとした。そして、正規に院内幼稚園を発足する

ことで、 「生きていく」力を育て、二次的障害へ

の広がりを防ぐことができること、医療cureと看

護careと幼児教育childeducationの3Cが協働し

病弱児の医療環境保全を早急に行う必要があるこ

1－4小児病棟における0歳からの発達援

助

-well-beingとして生きる為の医療

環境保全を考えた実践報告一

（關登美子）

小児病棟に入院している0歳児から6歳児、そ

の付添人である保護者の530組に対して、週3回

各2時間のindividualdevelopmentalcare (幼稚

園教育要領に基づくカリキュラム）を実施し､｢生

きる権利」「育つ権利」 「守られる権利」「参加す

る権利」を保証し、well-beingとして生きる為の

アプローチを行い、院内幼稚園設立につながる活

動として位置づけた。病棟内において時間と空間

とを報告した。

(文責滝川国芳）
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口頭発表Ⅱ

｢養護教諭による支援」

座長島 治伸（徳島文理大学）

中塚博勝（大利根旭出福祉園）

2．通常学級に在籍する発達障害児との関わ

り～保健室のあり方～

（三浦日香）

特別支援教育の対象となる児童・生徒に対して

養護教諭がどのような関わりの工夫をしているの

か、保健室内で子どもが安心のできる場所づくり

の実態について小中学校の養護教諭を対象として

行った調査の結果を発表された。

調査の結果、保健室で安心のできる場所づくり

の工夫をしている学校の数は、小学校41%、中学

校14%・工夫の内容としては、衝立、ベッドにぬ

いぐるみを置いておく、仕切りのあるスペース等

子どもが自由に選べる空間が用意されている実態

が小学校においてみられ、中学校では小学校に比

べて子どもが落ち着いているのでそれほど細かい

工夫はしていないとのこと。

保健室は、比較的落ち着いた環境であり、 「守

ること（保護)」と「育てること （養育)」の意味

を持つ。養護教諭がいる保健室は、特別支援教育

の観点から有効な資源の一つである。

保健室が発達障害児の支援に関わってどのよう

な役割を果たしているのかという課題について、

子どもにとって安心できる場所づくりというユ

ニークな視点から取り組まれた発表でした。

口頭発表Ⅱは､｢養護教諭による支援」をテー

マに5題の発表がありました。

1 ．小中学校における養護教諭のアレルギー

疾患児への支援

（小川大介）

普通校に在籍するアレルギー疾患児の支援に関

わって、養護教諭の支援の実態と

その支援を進めていく上で解決すべき課題につ

いて明らかにするために質問紙調査を行った。

・養護教諭の支援の実態として取り組まれている

ことは、 (1)アレルギー疾患児の実態把握(2)主治

医との連携(3)校内での話し合いの場の設置(4)ア

レルギー疾患児への直接的支援(5)学級担任を通

して行う間接的支援(6)学校全体での取り組みに

関して主導的な役割を果たすことなどがあげら

れる。

・アレルギー疾患児の支援を進めるうえで解決す

べき課題として多く寄せられた意見は、アレル

ギーの種類や程度をどのように見極めて対応す

べきかであった。

こうした課題の解決に当たって、文部科学省が

示した指針「医療機関との連携を一層強化し、医

学的な根拠に基づく取組み」を実施することで解

決できると結ばれている。

普通校において養護教諭が果たしている役割の

大きさ、携わり業務内容の広範なことなど改めて

認識させられ、示唆に富む発表でした。

3．通常学級に在籍する発達障害児への養護

教諭としての支援・指導

～保健室における工夫の実態～

（中里祐美）

通常学級に在籍する発達に障害のある児童生徒

に対して、どのような支援が必要であるのかを整

理し、生活しやすい環境を整えること、心身症や
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不登校等の二次障害を起こらないようにするため

に養護教諭が行う支援等、保健室の工夫の実態を

明らかにすることを目的として、小中高の養護

教諭を対象にアンケート調査・半構造化インタ

ビューにより調査を行った。結果の分析に当たっ

て経験年数の差異が支援や保健室の活用や工夫に

どのように反映されているかという視点から進め

られた。

結果は、経験年数15年未満群と15年以上群との

間に差がみられ、経験年数の高い群の養護教諭ほ

ど、支援方法にさまざまな工夫をしながら取組ん

でいること、保健室の有効活用においても創意工

夫をしながら積極的な活用を図っている状況がみ

られると報告された。

養護教諭の負わされている役割の多様性につい

て伺うことができ、一方で保健室の限界～どこま

でこたえられるのかについて改めて考えさせられ

た発表でした。

(文責中塚博勝）
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大会長講演

病気の子どもとこころの科学

小畑文也（筑波大学・大学院人間総合科学研究科障害科学系）

(抄録より）

「心の科学」と言えば、心理学を連想する方も

多いと思われるが､現実には､多くの科学領域が、

病気と心、そして子どもに関わっている。

社会人類学者であるアーサー･フランク (1995)

によれば、現在は「寛解者の社会」と言われる。

WHOの定義を待つまでもなく、健康一病気とい

う二元論は崩れ、 「健康」と「病気」は重なりあ

う存在になっている。そして、元来、健康である

ことが通常のように思われる子どもにおいても、

同様の傾向は見られ、AAP(アメリカ小児科学会）

の報告によれば慢性疾患に罹患している子ども

の数は、学齢児に関しては1995年には15%、 2004

年には20％とされている。

このような状況も含め、 「健康」に関わる関心

は高まり､様々な理論やモデルが展開されている。

その多くは、 「病気の中での健康」を扱ったもの

であり、 「病気の子どもの心」の理解とその支援

にも有用なものである。我が国では、 これらの多

くを「健康行動科学」として、ひとつのまとまり

にしているが、基本的に公理（パラダイム）が異

なったモデルであるがために、若干の無理がある

とも言える。例えば、プリシード・プロシードモ

デルは、基本的には行動科学の枠に入るとは思え

ない。また、 SOC(首尾一貫感覚）を、 「ストレ

ス対処能力」とする場合もあるが､これは心理学、

殊に健康心理学のStressCopingAbility(スト

レス対処能力） とは意味が異なる。

例えば、 「病気」と一口に言っても、生物一医

学モデルでは、それは生体の正常からの逸脱であ

りDiseaseである（医学でも様々な見方はあるが）

のに対し、社会モデルでは不健康であるという主

観であり、 Illnessである。つまり、Diseaseは医

師が治療するものであり、 Illnessは患者が経験

するものである。

また、先のSOCの提唱者であるアントノフス

キー（1979）は、医学の、病因を追究し、それを

明確にし、治療するという方向に対し、何が健康

を促進するか、どうすれば健康になるのかという

方向を健康生成論とし、その基本的パラダイムと

している。つまり、言葉の持つ意味も異なれば、

その意味するものに対する考えの方向も異なって

くる。

子どもの病気のチーム医療にあたって連携・協

働が不可欠なことは、論を待たないが、我々は得

てして、こうしたパラダイムの違い、現実的には

言葉のニュアンスの違いに気がつかないことがあ

る。また、それが無用な誤解の元になることも可

能性としてはある。まずはお互いのコミュニケー

ションから違和感を抱いたところを明らかにし、

すり合わせる試みも必要であろう。日常的に使う

言葉でも「それはどういう意味？」と率直に言え

る環境は重要である。

また、病弱教育の専門性の確立も以前から言わ

れてきたことであるが、なかなか確たるものは生

まれない。論者はその根本に、病弱教育が「理

論」を持たないことがあると考えている。理論と

は「経験」の中から法則性を導き出し（帰納し)、

さらにその法則性を事例に適用し確かめる（演鐸

する)、ことから生まれるが、病気の子どもを対

象とした場合、その種々の多様性から、法則性を

導き出すことが困難であった。アントノフスキー

に代表される健康社会学、ラザラスに代表される

健康心理学は、この法則性の発見に有用なもので

あると思われるが、健康社会学（つまり日本の健

康行動科学）は、その性格上、発達的な視点が欠

けている。子どもを対象とした科学としては不十

分な点が多い。
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ある方はおられますか？ ． ・ ・ ・私は健康診断等

では一切の異常は出ませんし、自分でも健康では

はあると思っていますが、現実にはアルコール依

存症という病気を抱え、さらには右足の神経麻輝

という傷害を持っています。客観的には「完全な

健康」からはほど遠い。

今回の大会で、 「はぐくみ（成長、発達)」をキー

ワードとしたのも、以上の意図からである。本大

会での、発表や討議を通して、病気の子どものた

めのこころの科学の在りようがわずかでも見いだ

せれば幸いである。

(講演より）

現在、 「病気」と「健康」についての考え方が、

少しずつ変わりつつある。いわば「健康観」のパ

ラダイムシフトが起こっている。これは、アント

ノフスキーの「健康生成論」によるところが大き

いo

以前の考え方は、 「健康社会」と言って良いだ

ろう。つまり、

基本的に「健康な」人々によって社会が形成され、

その中に「病気を持った人｣がいる。「病気を持っ

た人｣、この社会の中では異端であり、負荷を社

会に与えるものである､なら「治さねばならない」

｢治すためには原因を究明しなければならない」

という考え方で、これは「生物一医学モデル」と

言われる。これがこれまでの｢病気｣に対する我々

の一般的な対応の仕方であった。

しかしここ十数年の間に考え方が徐々に変わっ

てきた。それが「病者の世界」である。これは

｢寛解者の世界」「半病人の世界」等、その他の言

葉でも表現されている。会場には自分が健康だと

思っている人もいるかもしれないが、完全な健康

者は現在では寧ろマイノリテイになる。極端な例

になるが、例えばノリピーの問題。多分「薬があ

れば」健康であったろうし、我々も健康の象徴、

良識の象徴として捉えていた。しかし事件発覚後

数日で、重度の薬物依存症患者であることが分

かった｡多くの人は｢健康｣の仮面をかぶりながら、

どこかの心身の不調を抱えている。ただし、これ

は病弱児の「病気」とは全く同じと言うことでは

ない。「病気」の意味をより広げて欲しいのであ

るが、こうした心身の不調を訴える人が急激に増

加している。これは、ストレス社会等、社会の変

化も関係しているとも思われるが、このような状

況であると、 「完全な健康は幻想である」という

考え方も出てくる。つまり「完全な健康」はあり

得ない。この中に完全に健康であるという自信の

病気と健康に関するパラダイムシフト

そして、例え幻想であっても、その健康にどの

ように近づいていくか。また、今何か「生きにく

い｣、こうした状態を、どうやって、幻想であっ

ても「健康」に近づけていくか。こういう考えが

あるのですね。これは抄録にも書いた「健康生成

論」で60年代70年代から提唱されています。

それで、講演のテーマは「こころの科学」とし

ています。私は心理学をやっておりますので､｢心

理学」としたいところでもありますが、最近提唱

される、病気に罹った人のこころを扱った理論や

モデル等は、必ずしも「心理学」をベースにはし

ておりません。

例えば「教育学」や「保健学」などは知られて

いますが、 「健康社会学」については余り知られ

てないのではないでしょうか｡これは､先ほど言っ

たアントノフスキーの健康生成論が一つのベース

になっています。これは社会学的に「健康」を捉

えそれにどう近づけていくかを考えるのですが、

もう少し具体的に言うと「健康支援学｣、 「健康行

動科学」がそれに入ってきます。「行動科学」と

いうと「心理学」という捉えもできますが、この

境界線は少々難しい。別名では「健康行動理論」

ともされます。それに、これは私の専門なんです

が「健康情報学」などがあります。これらの本は

最近かなりの数が刊行されています。

「健康」とついていますから「病気」とは関係
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ないのかなと思われる方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、病的状態にあるからこそ「健康」を目

指すわけで、健康維持という考えもありますが、

｢健康」を扱った書籍は、 「病気」を扱っていると

考えて良いと思います。

実際にそこで扱われているのは、糖尿病の患者

さんがどうすればコンブライアンスを守ってくれ

るのか。神経疾患の患者さんが、どうすればリハ

ビリテーションを続けるようになるのか、私の

やっていることだとアルコール依存症の患者さん

がどうすればお酒を止めるのか、 というようなこ

とです。そう言ったことを様々なモデル、方法論

を作ってやっていく。その方法論として考えられ

るのが・ ・ ・ ◎

いる。何故だろう？ってことで、人には持って生

まれた心の復元力というか弾性みたいなものがあ

る。持って生まれたものだから変えるのは難しい

けど、それを最大限に発揮するためにはどのよう

にしたらよいか。 リ・インテグレーション。これ

はネット検索しても出てこないでしょうから説明

しますが、例えば、病気で子どもを亡くした親御

さんがいた場合、昔ながらの考えでは、ショック

から始まって、怒り、抑篭なんかの段階を経て受

容に向かっていくと言うのがありますが、どうも

これではうまくいかない。亡くなったものは戻ら

ない、戻らない以上、その状態を出発点にして生

き直すと言う考え方ですね。後は少々古いのです

が、保健行動。病気行動、 llness Behavior、病

者役割行動とか､いろいろな理論が生まれては…

ここに出したものは今のところ消えてはいないの

ですが、考えられてきた。

ただ気をつけなければいけないのは、これらは

全て人の心を扱っています。心を扱っているんで

すが、それぞれが、成り立ちや、範囲や、理論的

基盤も違うんですね。ですから､例えば､こういっ

た患者さんに応用できそうな理論モデルをいくつ

か見つけたとき、特にそれを組み合わせて使う場

合、ハウツーだけでなく、ハウツーも大切ですが、

そのモデルや理論の成り立ちも理解することがと

ても大切であると言うこと。これがこの講演で言

いたいことの一つなんですね。健康や病気に関わ

る本とか、こういうのは病弱関係探してもあまり

ないのですが、看護や心理学の方を探せばけつこ

うあります。そこで、これ面白い！と言うものを

見つけて利用する。それはとても良いことなんで

すけど、 まず、考えるのはこれは「何か？」とい

うこと。例えば健康信念モデルの本を見つけて、

それを実践に移せば、患者さんが自分の病気をど

の程度の深刻さで受けとめているか分かるかもし

れない。ただ、その元は何だろうと言うことまで

理解して実践するのが、私は、個人的には良いと

思っています。

これは何故かと言うことなんですが、ちょっと

失礼なことを言うかもしれませんが、病気の子ど

もの教育や福祉をどうするかと言うことでこの学

会は話し合われています。私がこの世界に入って

こころの科学は心理学だけじゃない

･教育学や保育学は当然として…健康社会学､健康

支援学､健康行動科学(健康行動理論)､健康情報
学……。

･概念としても健庚信念ﾓデﾙ(ﾍﾙｽ･ ﾘｰﾌﾓ

デﾙ)､ｽﾃｰジﾓデﾙ､計画的行動理論､自己効
力､ｽﾄﾚｽｰｺｰピﾝグ､健康統制感(HLOC)､首

尾一貫感覚(SOC)､プﾚｼｰド･プロｼｰドﾓデﾙ(ヘ
ルスブロﾓｰｼｮﾝ)､ﾚジﾘｴﾝｼｰ､ﾘ･ｲﾝﾃ
ﾚｰｼｮﾝ､保健行動､病気行動､病者役割･･…。

｡成り立ちも､範囲も､理論的基盤も異なる

ここには概念も含まれていますね。例えば健康

信念モデルはかなり以前から言われているもので

す。ステージモデル、段階的に健康行動に近づけ

ていくものですね。計画的行動理論、例えば、い

つタバコを止めるのか決める。それから、後ほど

武田先生からお話があると思いますが、 自己効力

感、ストレスーコーピング､健康統制感。あとは、

平賀先生が最近育療で発表されていましたが首尾

一貫感覚、SOC・プレシード・プロシードモデ

ル､これは保健師さんたちはご存じでしょうけど、

地方自治体も巻き込んで、病気の子ども、病気の

人を支援したり、健康維持の指導をしていくとい

うものですね。レジリエンシー、 これは阪神淡路

大震災で有名になりましたが、同じ大震災に遭い

ながら、立ち直る人もいれば、つぶれていく人も
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30年は経ちましたが、その間、様々な事例が報告

されてきました。ただ、ずっと思うっているので

すが、例えば他の障害領域、こういう言い方は余

りしたくはないのですが､知的障害なら知的障害、

発達障害なら発達障害で、一つ、あるいは二つ以

上の方法論にそって、それらの事例報告がまとめ

られていくんですよね。つまり基盤がある。で、

残念ながら、病弱教育にはそういったものがない

んですね。

子どもがいないのではなく、事例報告がないの

ではない。教員､保育士､看護師､心理士の方など、

様々な職種が、いろいろな事例を出しています。

例えば、その報告を元に自分の実践に活かす場

合も、このやり方はこのケースには合うけど、こ

のケースにはこう変えた方がよかった。あるいは

全く利用できなかった、 とか様々な状況があると

思うのですね。あるいは、ある方法だと、非常に

子どもが良い反応をした。

少し難しかったような気もします。先ほど提示し

た様々なモデルは多くは輸入科学です。抵抗もあ

りますが、それ故分かりやすい。例えばシーソー

の絵があってタバコを吸う危険性と、吸うことの

利点をシーソーにかける。徐々に危険性が大きく

なることを患者に自己理解させる。とても分かり

やすく単純ですが、簡単なものでいいんです。そ

こからいろいろな派生系が生まれる。

ただし､こういった単純な理論化をするときに、

病弱の持つ特殊性が妨げになるのは理解していま

す。ただ、それが理由になるのか、 ということを

考えると、必ずしもそうとは言えないように思う

のです。それは他の障害でも同じです。確かに病

弱が一番不利なのは否めませんが。

そう言う点で言うと、やはり何かを作らないと

行けないなと言う気になります。その時気をつけ

ないといけないのが「言葉」の問題かなと思うの

です。

例えば、先ほど述べた健康生成論でも、それを

元にしたプログラムの説明を読むと、あ、この子、

コンブライアンスを守るようになるな、 とか、抗

がん剤治療を続ける気になるかなと思わせるもの

が多いのですが、だけど、その時注意して欲しい

のが「言葉」なんです。先ほども言いましたが、

特に複数のモデルを利用するとき、その元が分

かっていないと、混同して使ってしまう。

病気の子どもの教育･保育一経験則を統合して
エビデンスとして示す力に欠ける

トバ…・・同じコトバか？．

・気をつけること…こころを扱うなら…コトバ
は同じ…ということは必ずしも言えない。

・先の｢概念｣｢理論｣における｢健康｣も全く同じ
なわけではない

。例えば｢死｣･･･過去の研究…赤鼻の先生

・日常用語でも異なるニュアンス

・連携･協働に当たって…統一する必要はな
いだろうが､違うと言うことは知る必要はある

こう言った実践ができるのは、ある意味で、それ

ぞれの方の名人劇的なものです｡ただ残念ながら、

それが集積されて洗練されたり、状況によって修

正されたりと言うことがない。そんな時、何か足

りないなと思うんですね｡まあ､それが｢理論｣｡｢理

論｣というといかにも大学の先生っぽいのですが、

なんというか､あまり堅くない､｢やわらかな公式」

みたいなもの。そういったものが、そろそろ病弱

の世界に出てきても良いのではないかと言う気が

するんですよね。

これは昔から言われてきたことで、いろいろな

試みが行われてきています。上野先生の病気像の

現象学的理解などは代表的なものでしょう｡ただ、

こころを扱っているのだから言葉は同じかとい

うと、必ずしもそうとはいえないんです。具体的

に例が浮かばないのでわかりにくいのですが、例

えば「健康」という言葉自体も多くの意味を持っ

ています。例えば健康信念モデルの「健康」と、

健康統制感の「健康」は違います。 「死」という
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言葉も、一般の人は自分の知っている死を、死と

します。ですから、あるいみでは死に対して決ま

り切った考えになります。これと同じ質問をいろ

いろな死を経験している看護師さんに聞くと、そ

の経験年数によって､様々な死の概念があります。

つまり、一般の人が死に対してマスコミから提供

された比較的ステレオタイプな概念を持っている

のに対して、看護師さん、特にベテランの方の概

念は分化している。これは心理学で言うと「成熟

した概念」になります。ただ問題は、この成熟し

た死の概念を持つ医療者が、多分ないとは思いた

いのですが、相手も自分と同じように「死」を捉

えていると思って一般の方とコミュニケーション

をとることです。

赤鼻の先生の例も出しましたので、お話ししま

すと、おとといですね。赤鼻の先生は隣のベッド

の患者さんの死に打ちのめされて、 しばらく立ち

直れなくなるシーンがありましたが、これは、お

そらく赤鼻の先生がこれまで持っていた「死」の

概念が子どもと違っていた。自分がこれまで考え

ていた「死」と、子どもにとっての「死」は違う

んだ、そう言うことに気がついて、おそらくはそ

の辺で、 自分の中でのコミュニケーションギャッ

プを起こして動けなくなったのではないかと、立

ち直りましたけどね。

日常生活でも、その置かれている場でコミュニ

ケーションギャップが生じます。例えば友部東の

岡村先生と、抄録についていろいろやりとりしま

したが、そこで使われている「アンケート」とい

う言葉。これは医療では普通に使うんですが、心

理学だと、 「構造化されていない思いつきの質問

紙」という印象があるんですね。これは私が悪い

わけではないです。そう言う教育をされてきまし

たから。

私たちは、医療と教育の場で仕事をしています

から､その時に通じないことは多いと思うのです。

また、通じているけど何となく違うという感じも

受けていると思います。特に、こういった「何と

なく通じてしまう言葉」って怖いと思うんです。

医療や教育等で連携する場合、言葉の統一は必

要かもしれませんが、それ以前に「違う」「違う

かもしれない」「自分の意図通りに伝わっていな

いかもしれない」ということは、知っておいた方

が良いと思うんです。

病気のこどもにこころの

科学ができること

。 （教育･保育等を含めて)こころの科学は病気
（特に身体的な)を治せない･･･こころを健康

に向けること(ヘルス･エンパワメント)はでき

る。

。 「非日常(こころの病的状態)｣を｢日常(こころ
の安寧)｣に近づけることはできる。

･病気が日常で在る限り、｢健康な病人」

最後の話になりますが、病気の子どもにこころ

の科学ができること、でお話しします。

おそらく健康・保健を含めて、こころの科学だ

からと言って子どもの病気を治すことはできませ

ん。心の病も無理です。こころの科学で病気を治

すというのは非常に難しいと思います。ただし、

｢こころを健康に向ける」ということ。つまり「元

気になろう」「元気になるにはどうしたらよいだ

ろうか｣、これはヘルスエンパワーメントといい

ますが、ヘルスエンパワメントが高まったと言う

ことはエビデンスとして示す事ができます。これ

を追求していくのも一つの方法かもしれません。

非日常、つまり私のようにいろいろ病気を持っ

ていても、それが日常で在る限りは不健康だと

思っていません。少なくとも非日常ではありませ

ん。ただ、 この学会を引き受けたときの入院して

いた状況はもろに非日常でしたが。ただ、それを

日常に近づけていくことはできる。

つまり､病気が日常で在る限りは､｢健康な病人」

といえます。つまり、生理学的に見れば私は病人

ですが、主観的には健康です。言ってみれば、こ

ういう状況に子どもさんを近づけることが私たち

の仕事の目的ではないかと思っています。

(一部要約してあります）
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基調講演

病気の子どもへの教育的支援

武田鉄郎（和歌山大学教育学部）

I チームの中での役割

病気の子どもたちとつきあって様々なことを学

びました。心身症等で思うように動けなくなり、

思うように生きることが出来なくなり、苦しんで

いる子どもたちがいます。また、 ターミナル期に

ある子どもを目の前にして、何も出来ないでいる

私たちがいます。そのようなときに次の言葉が心

に染みこんできます。 「力は弱さの中でこそ十分

に発揮される」という言葉です。この言葉によっ

て自分自身を支え、新たな気持ちで子どもを理解

し、支えていこうと思うことがあります。私のエ

ネルギーの源になる大切な言葉です。

さて、今日は「病気の子どもへの教育的支援」

というテーマでお話をいたします。まずはこのお

話を進めていく上で、私たち教育者は医療者をは

じめとする多くの人たちとチームの中でそれぞれ

の役割を果たしているということを自覚する必要

があります。入院期間の短期化に伴い病弱教育に

かかわる多くの問題があがってきています。例え

ば、入院中の教育保障の問題です。院内学級等が

多く設置されていても短期入院のためにそれらを

利用できない場合が多々あります。それは学籍を

移動しなければならないためだからです。また、

退院しても小児がんの治療を行っている子どもの

場合、すぐには小・中学校等に戻ることができな

い場合が多く、教育に空白が生じます。

武田・田中ら（2009）は、入院・治療を必要と

する子どもの院内学級等の病院内教育について各

都道府県・政令指定都市教育委員会を対象に調査

した結果、入院してきた子どもの学籍を移動する

目安となる期間を設けていないと回答した自治体

が55.6％、期間を設けているとの回答した自治体

が43.4％であること、 また、学籍移動を行わない

子どもに対して、院内での教育保障を行っている

かどうか、 という質問に対して「行っている」と

回答したところが35.8％あり、入院前に通学して

いた学校において「出席扱い」としている自治体

が18.9%であったことを明らかにしました。出席

扱いをする根拠は、 「交流教育の一環として行っ

ている｣、 「通級による指導という考え方で行って

いる｣、 「不登校の児童生徒が適応指導教室に通っ

ている場合と同じ考え方｣、 「校長の判断により出

席扱いをしている｣、 「教育委員会から教員を派遣

している」でありました。各教育委員会でその対

応に多様さがみられましたが、近年、入院する期

間が短くなっていることから期間を設定すれば対

象とならない子どもが増加し、教育を受ける機会

が少なくなるため期間を定めていない、学籍を移

動しなくても病院内で受けた教育を正式に評価し

出席扱いにする自治体があることが明らかになり

ました。

しかし、海外の場合、イタリア、スウェーデン、

オーストラリアなどでは学籍移動は行わないで病

院内での教育が行われています。学籍移動しない

ということは、病気の子どもにとっては転学しな

いでよいので様々なメリットが出てきます。学校

教育の責任は、小中学校や高等学校にあり、個別

教育計画等は基本的にホスピタルスクールの教員

と協働で作成します。小中学校等の教員が病院や

ホスピタルスクールの教員に積極的に連携を図ろ

うとすることが日本の場合と違うところです。

しかし、我が国の制度は、院内学級等での在籍

者数で教員配置が決定されているので、在籍する

児童生徒がいなくなれば院内学級は閉級せざるを

得ない現状があることを忘れてはならないことで

す。

オーストラリアのシドニー小児病院では、図に

示したように、入院中の復学支援と復学のための
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治療中の教育支援 普通､病気というと、日本では､疾患(Disease)

をイメージします。しかし、この分野では、疾患

(Disease) と病気(nlness)を区別します。その

違いは、

★疾患とは、生物学的状態、客観的状態をいい

ます。

★病気とは、 自分が病気であるという主観的状

態を言います。

例えば、

・重大な痛みや衰弱が起こっている感覚上の変

化。

・普段の役割が遂行できないこと。

・これからの活動に影響するかと思われる主要

な身体上の変化や症状を自ら主観的に感じる

ことです。

子どもの病気に対する主観が行動に及ぼす影響

は大きなものがあり、これらのことを知り、指導

に反映させていくことが大切かと思います。

｜ ｻポｰﾄﾁｰﾑ I
-G

生徒のための個別教育計画

|蕊瀞銅鰯鯛縢簿）
皿一 幻｡シ

｜以上のことをｻポｰﾄチーム内で役割分担する｜

伝辮溺巽謹縦撫}値］
』し

I計画を皇行し､生縫菖身､ｸﾗ率-卜､学校のﾆｰズを確認し､必l要に応じて修正する

子どもの健康面、

会面､学習面の目
設定

学校と生徒をサ
ポートするための
方略を計画

学習保障と学校やクラ

スメイトとの関係を保
つための方略を計画

図1 入院中の教育支援（シドニー小児病院）

復学のための教育支援

｜ ｻポｰﾄﾁｰﾑ ’
ユー

生徒のための移行計画の作成
戸 司

子どもの復学に際し
て直面する健康､社

会､学習に関する問
題解決

〆 -、

復学に際して､個別
のニーズを支援する
ための方略を計画
L ノ

復学を成功させるため、
の身体的な配慮とまわ

りの人々の理解を図る

ための方略を計画 型 【｢できる」とは違う「わかる｣】

病気の子どもを支援することとは、子どもに寄

り添うとは、共にいることの意味とは、 「Want」

と「Need」の使い分けができる教師であり、

｢Doing」と「Being」の違いが分かる教師である

と考えています。教師は、すぐに「Doing」すな

わち、教育活動を教育と置き換え指導しようとし

ます。しかし、 ターミナル期にある子どもや不安

感の高い子どもは、教育活動を拒否することがあ

ります。また，実際に教育活動ができない子ども

もいます。そのような時に、 「Bemg｣ (存在、そ

こにいる)という考え方が非常に重要になります。

最近では個別の指導計画を作成するようになり、

｢○○ができる」という指導目標がほとんどにな

りました。

最近、私は「できる」とは違う「わかる」とい

う概念を自分の中で醸成しています。個別の指導

計画が普及する中で（作成することは大変よいこ

とですが・ ・ ・ ）、一つ危倶することがあります。

目標設定をするときには、特に短期目標を設定す

るときに、なるべく具体的に、行動目標として書

くことがよいとされています｡私もそう思います。

しかし、 「○○ができる」とは、 「行為による目

迎夢 ﾐノ 〈少

|以上のことをｻボｰﾄﾁｰﾑ内で役割分担する’

↓↓

|雷雲灘節M…塞施1吋
、

看護師や教師
が学校に 移行計画を実施 1

図2復学のための教育支援(シドニー小児病院）

教育支援が明確にされ、チームの中で個別教育計

画と移行計画を核として教育が行われていいま

す。参考になることが多くあります。

Ⅱ病気の子どもへの心理社会的支援

【病気の人たちの行動】

病気の人たちの行動

人間の行動 B=f

病気の人の行動B=f
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(P・ I ･E)

病気の人たちの行動は､｢I｣が入ります。この｢I」

は、 IIInessの意味です｡mnessは、人間の行動に

大きな影響を与えます。
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標達成」です。病気の子どもは「できる」ことの

喪失を体験しています。特に、 ターミナル期にあ

る子どもは、できないことが多くなり、最期を迎

えるのです。大切なのは、 「○○がわかる」とい

うことです。 「わかる」とは､｢心理的状態」です。

病気の体験は、患児の認知的評価の変容をもたら

し､次第に「できること」が減少し､無力感に陥っ

てしまいます。教師との関係性の中で「わかる」

ことで共感・共有していくことは学習をする上で

重要な営みです。

きます。

しかし、必ずしもいつも病気がよくなるものと

は限りません。体調が悪化したり、病状が進行し

たりすると､また､第1段階の不安の軽減等に戻っ

てしまいます。病気の子どもの心理社会的問題に

対して大きなアンテナを広げ、子どもとの関係性

を重視し、言動を手がかりに把握していく必要が

あります。しかし、不安があまりにも高く、耐え

られない不安であれば病的不安として現れます。

【関係性を高めるかかわり】

健康心理カウンセリングの過程と効果を考えて

いく時、次の1～7まで行きつ戻りつつ進んでい

きます。

1 不安感、緊張感の軽減一リラクゼーション、

安全感の増加

2問題の見方の検討一認知の変容

3信頼感（自己、他者に対する）の上昇

4自己像と自己評価の上昇一自尊の心

自尊感情を高めていくことは、教育活動の中で

は大切なことです。病気になるということは、著

しく自尊感情が落ちていきます。

1～4までは、心の中の出来事であり、なかな

か人には見えづらいことです。しかし、ここに病

気の子どもたちは多くの問題を抱えています。こ

の4つの課題についてある程度満足しないと次に

は行きません。教師に見えてくるのは、 5． 自己

効力感の強化からです。

5 自己効力感の強化

外界の事柄に対し、 自分が何らかの働きかけを

することが可能であるという感覚。心理学などで

用いられ、アルバート ・バンデューラが提唱した

概念です。この自信に似た動機を高めることは、

自己管理能力を高め、ストレスを軽減するために

は大切なことです。

6チャレンジ

先生、あれしようよ。これに挑戦したいという

ようになると、教師にはみえやすく、それがやる

気があるとみえるのです。

7 自己成長一自己実現

最後は、 自己成長一自己実現と成長を遂げてい

【病的不安の解消】

病的不安の解消として身体化・行動化・体験化

というように3つの方向に現れてきます。身体化

とは、おなかが痛くなったり、頭痛がしたり不定

愁訴など身体に現れることを言います。行動化と

は､赤ちゃん返りなどの退行行動や食行動（拒食・

過食)、描画行動（小児がん病等では不安定な絵

を描くことがよくみられます)、飲酒行動、買い

物行動など多くの行動化が例として挙げられま

す。

身体化、行動化している時は、不安は意識下に

あります。不安を心で捉えられなく、意識化でき

ない状態で起こります。

これに対して、体験化は、不安を意識し、心で

捉え，感じ、悩み、それを言語に直していく過程

を言います。

私たちは、行動化、身体化せざるを得ない状況

下にいる子どもたちの支援を考えるとき、問題行

動にどのように対処するのかという視点ではな

く、なぜ身体化･行動化せざるを得ない状況であっ

たのかを、前後の出来事や環境因などを考慮し、

推測し、理解を深めていくことが大切です。子ど

もが自分の不安を意識化出来ない状態ですので、

心のありようを知る手かがりとなり得るのです。

ですから、問題行動はウエルカムなのです。言語

をもっている子どもも （大人も）不安が高いと、

それを言語化できなく、身体化・行動化し、不安

を解消しようとするからです。大きなアンテナを

つけ、子どもたちの行動や身体化、言語化から理

解を深めていくことが重要です。
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L幽塑」 ’｜心理的適応 ’
7

’疾患や治療の背景 程 一一→社会的適応

、
|"獺関繍’ 身体的健康適応

慢性疾患の適応に関する影響モデル,Stantonetal. (2001)

図3慢性疾患への適応に関する影響モデル

【慢性疾患への適応に関する影響モデル】

私たちは、病気の子どもを心理社会的に支援し

ていく必要があります。この説明には図3に示し

た慢性疾患への適応に関する影響モデルが参考に

なります。時間がありませんので、ゴールからお

話しします。病気の子どもたちが身体的健康適応

を目指していることです。ここで言う適応とは、

｢よい状態」を指します。そして、次に「心理的

適応｣、そして、対人関係を含め「社会的適応」

を目指しています。

これらの適応に影響を与えるものとして、①個

人的背景、②疾患や治療の背景、③環境や人間関

係の背景、④認知的評価、⑤対処過程が挙げられ

ます。

慢性疾患への適応を予測するものとなる①個人

的な背景としては、年齢等発達段階やパーソナリ

ティ （ある個人の環境・刺激に対する反応様式の

総体）などが挙げられます。この個人的背景が疾

患や治療の背景や認知的評価、対処過程に影響を

与えるのです。

②疾患や治療の背景について、慢性疾患は、病

気の自己管理等によるコントロール可能性、病状

の予測可能性及び重症度など多数の概念次元に

沿って変化します（例えば、致死性のある疾患、

生活崩壊に至る疾患など)。疾患のもつ特異性及

び治療のもつ特異性は、少なくとも部分的にはこ

れらの概念次元に位置付け、考慮していかなけれ

ばなりません。例えば、疾患がどのように推移し

ていくのかの問題を考えたとき、進行性であるの

か、あるいは寛解性であるのかにもよるのです。

また、予後、要求されるライフスタイルの変更、

副作用の問題も含め、適応に大きな影響を与えま

す。

③環境や人間関係の背景としては、家庭環境、

入院環境、学齢児にとっては学校における教育環

境が重要です。また、親子関係、友人関係、医療

者等との関係及びそれらの人々とのソーシャル・

サポートを高めることがス1､レス反応を軽減し、

慢性疾患への適応に影響を及ぼします。

④認知的評価とは、一次的評価と二次的評価に

区別されます。一次的評価は、出来事がどの程度

子どもにとって脅威的であるかどうかというスト

レッサーの脅威性、あるいは重要性に関する評価

です。例えば、自分が病気になったとき、大変な

ことだ、困ったことだなどと認知することです。

二次的評価は、ストレッサーに対する対処行動に

ついての評価です。二次的評価おいて、 「何とか

できる、原因をなくせる」など積極的に対処しよ

うとする評価をするか、それとも「どうすること

もできない、あきらめるしかない」など、コント

ロール不能感を強く持つかによってその後の対処

行動が異なってきます。

⑤対処過程では、様々な対処行動がみられます。

対処行動とは、ある問題状況に対し、それを解決、

予防、回避しようとする行動の総体をいいます。

慢性疾患の子どもたちは、①個人的背景、②疾患

や治療の背景、③環境や人間関係の背景、④認知

的評価の影響により、対処過程では現実逃避や問

題の極小化などの消極的対処行動を行ったり、症

状に応じて適切な対処行動を選択遂行し、自己管
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ますo 「苦しいことから逃避することが悪いこと」

というような概念が非常に強いです。病気の子ど

も達の中には、時には、対処行動として逃避する

ことが大切な時があります。特にコントロール不

能感を持つようなストレッサーを抱えた時には逃

げざるをえない場合があります。腎不全を再発し

入院した子どもの事例です。教師に、再発した時

の気持ちを聞かれた時に大粒の涙を流した女の子

の授業を私は見たことがあるのです｡ 3～4分泣

きじゃくりながら、 こう言いました。 「悪いこと

とは知っているけど、再発した時、看護師さんに

当たり散らしてしまった。頭の中が真っ白になっ

てしまった。どうしてよいか分からなくなってし

まった」と言いました。当たり散らすというのは

現実逃避です。 「どんな看護師さんに？」「大好き

な看護師さん」と答えました。私たちにはどうす

ることもできないことがあります。特に病気や障

害はどうすることもできない。そういうストレッ

サーがかかった時に、一時期は逃避します。しか

し、一生逃避しているわけではありません。それ

から問題の極小化についてお話します。とても悪

いことをしたにもかかわらず、何もなかったかの

ようなふりをするという対処行動をとることがあ

ります。それから「自己非難』です。私の経験と

しては、筋ジストロフィ－の子どもに多かったで

すが、 「僕さえ生まれてこなければ、お父さんも

お母さんも幸せだったのに」「僕さえ生まれてこ

なければ・ ・ ・」、 20歳で死んだ子がよく私にこ

う言っていました。この自己非難も一つのコーピ

ングなのです。だけど自分を責めることによって

新たなるストレスがまた出てきます。

これら消極的対処行動に対して、積極的な対処

行動もあります。例えば、いかにその問題を解決

するか方法を探って、解決してしまうというやり

方があります。これは「手段的行動』という対処

行動です。これは能力が高くてモチベーションも

高くて、先生方のような方はよくやるコーピング

の仕方です。ある問題事態が起き、ストレスが起

こる。よし、これに対して解決してやろう。そう

いう解決の仕方です。それから｢折衝』というコー

ピングの仕方があります。これがダメだからでき

る別のことを行う、 ということです。これも進行

理をしようとする積極的対処行動を行ったりその

ときの心理状態により様々な対処行動を行いま

す。次に対処過程について述べます。

【ストレスへの対処過程（コーピング)】

ストレッサー、すなわち、ストレス源があり、

一人一人違います。対人関係にものすごく傷つく

子がいます。対人関係だけではありません。物理

的に暑さ、寒さに弱い子もいます。ストレスはそ

の人にとってそれぞれ違います。自分のことをま

ず考えて、次に子どものことを考えてください。

皆さんの担当されている子どもはどういうスト

レッサーを持っているかお分かりですか。

次に、モデレーターという私たちの心の機能が

あります。ここでストレスを軽減する働きをして

います。対処行動と周りの人々からの支えである

ソーシャル・サポート、 この2つによってストレ

スを軽減しています。しかし、ストレッサーを完

全に解決できるものではありません。必ずといっ

ていいほど燃えかすが残るのです。そのストレッ

サーには、いろいろと種類があります。頑張れば

すぐに解決するようなストレッサーもあれば、障

害や難病にかかった子どもはどうでしょう。その

病気そのもの、障害そのものは解決できますか？

もしそれにかかわるストレッサーであれば、コン

トロール不能であります。 1ミリ、この黒い燃え

かすが1ミリ溜まっても爆発する子もいれば、 1

メートル位積もっても大丈夫な子もいる。これも

1人1人違うのです｡ストレスによる症状により、

身体や行動や心に出てくることがあります。 1人

1人違うのです。ここが大事なのです。

ストレスを軽減する2つの要素は、周りからの

さまざまな支援、すなわちソーシャル・サポート

と対処行動、コーピングと言うのですけど、それ

はある問題状況に対してそれを解決、予防、回避

しようとする行動です。

時間の都合上いつも8つ紹介をいたしますが、

簡単に2つに分けて説明をします。

まずはネガティブな対処行動を紹介します。人

に当たり散らす、一人きりになる、困った時にそ

こから逃げ出す現実逃避です。日本の教育の中で

は『逃避』 ということが罪悪のようにとられてい
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ソーシャル･サポートの効用

１
１
１
１

不機嫌｡怒り

抑うつ 不安
認
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戸〈トレ
ど次”評；価

無力的認知思考

身体的反応

---4
ソーシャル･サポート

サポート源

(父、母、きょうだい、
教師、友人、医療者）

一

矢印は効用を示す

図4ソーシャル・サポートの効用

性の病気の子どもたちはある時点でこれができて

も、できないほど進行してしまうので、これを折

り合いをつけて、これはダメだけれどこれはでき

るんだというふうに変えていくのです。価値を転

換していくのです。これはモチベーションが高く

ないとできないです。また、 自分は支えられてい

ると感じている子どもがとりやすいコーピングで

す。筋ジスの子ども達がこういうコーピングの仕

方をしているのを見ると、大変いい教育を受けた

のだなあというように感じます。

また、 『サポートの動員』という対処行動があ

ります。人に話を聞いてもらう、気持ちを分かっ

てもらうなどのようなことです。ストレスを軽減

するには大変有効な対処行動ですが、問題を抱え

ている子どもたちは人間関係でも失敗しているた

めにこの対処行動がとれないことが多いです。

最後に､｢意義の探求」というポジティブなコー

ピングの仕方があります。人生の意味を知る、祈

るというような対処行動で人生において価値感が

変容し、外からみると不幸にみえることでもその

意味を知り，感謝にかわるというものです。

人は、ストレスの原因であるストレッサーを心

でどのように評価しているかということを認知的

評価と言います｡ 2つの段階に概念的には分類さ

れています。まずは、一次的評価です。出来事が

どの程度脅威的であるかどうかというストレッ

サーの脅威性、あるいは重要性に関する評価で、

簡単に言いますと、 「大変なことだ｣、 「困ったこ

とだ」などという評価になります。次に、二次的

評価です。それはストレッサーに対する対処行動

について評価を言います。具体的には、 「何とか

できる｣、 「原因をなくせる」などの問題解決につ

ながるような評価と、 「あきらめる」というよう

な評価です。問題解決につながるような評価をし

た場合、積極的対処行動をすることにより、問題

解決を試みようとします。その結果、ストレス反

応も軽減されます。しかし、あきらめるという評

価をした場合には無力感が心に広がり、情緒が不

安定になり、対処行動も現実逃避などの消極的対

処行動をとるようになり、ストレス反応は軽減し

ません。

図4の下にあるソーシャル・サポート （他者か

ら支えられるという期待）はストレスを軽減し、

認知的評価にも影響を与えると言われています。

｢支えてもらえる」という期待は、ストレス対処

過程において重要なことであり、あきらめ、絶望
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図5 自立と社会参加に向けての自己管理支援のための関連図

感、無力感が高まる中で、ソーシャル・サポート

を高めることにより、 「これは出来なくとも別の

ことなら出来る」という対処行動をとるようにな

ります。

どうしたらソーシャル・サポートが高まるかと

いうことですが、簡単に説明します。どうぞ先生

方、指導案にぜひ盛り込んで下さい。まずは、情

緒的サポートです。私は、これが一番大事だと思

います。喜びは分かち合う、お互いに認め合うな

どの情緒面からの援助であり、他者との親密性や

信頼関係に関する援助を言います。それから2番

目は実体的サポートです。物理的なやり取りや実

際に世話をする実質的な援助を言います。ただ勘

違いしないで下さい。できることまでやってあげ

るということではありません。できることを奪っ

てはいけません。できないことをサポートするの

は大事です。だけどできることまで奪うことは過

保護であり、それはある意味では、できることを

止めてしまうことですから、虐待に近いです。そ

れから、 3番目は情報的サポートです。問題を解

決するための必要な情報や助言の提供などのよう

な情報面からの援助を言います。

自己効力感の効用を3つ紹介します。まずは、

認知的評価の2次的評価において、あきらめにく

くなる傾向が強くなります。ですからこのあきら

めにくくなるということは、コントロール可能感

が高くなるということで､非常に大事なことです。

次に、対処行動ですが、積極的な対処行動が増

えてくるのです。そして、 3つ目は、ストレス反

応が軽減されます。

では、どのようにしたら自己効力感を高めるこ

とができるのでしょうか。

第一番目は、自分で行動し、達成できたという

成功体験の累積をしていくことです。ただし、セ

ルフイニシアチブが子どもにあるかということ

が、大切なポイントです。逆に、自己効力感を低

めてしまうことは失敗経験をするということで

す。

次に、代理的経験です。自分と同じ状況、同じ

目標を持っている人の成功・体験や問題解決を学

ぶ。あの人にできるのなら、私にもできるという

情報です。筋ジスの先輩が上手くやっている姿を

見ることは、すごく後輩たちにとっては勇気にな

ります。自己効力を上げるもとになります。しか

し、条件が揃っている人が、できるのを見たり、

聞いたりするのは、 自己効力を下げてしまうので

す。

次に、専門性に優れ、魅力的な人から励まされ

【自己効力感を高める授業】

自己効力とは、ある行動を起こす前にその個人

が感じる遂行可能感を言います。
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たり、誉められたり、 きちんと評価をしてもらう

ということが、 とても大事です。皆さんは専門性

に優れています。しかし、子どもにとって魅力的

な人かどうかは、私には分かりません。逆に、無

視される、評価されない、叱られるなどは自己効

力を下げてしまいます。

最後に、生理的・情緒的状態です。課題を遂行

した時に、生理的・心理的に良好な反応が起り、

それを自覚することが挙げられます。とても楽し

い。すごくいい状況であるということを、本人が

自覚することがとても大事です。逆に、疲労や不

安や痛み・緊張等、ネガティブな思い込みが存在

すると、 自己効力そのものを下げてしまいます。

慢性疾患児が自立と社会参加に向けて、心理的

に安定し、 自尊心や自己効力感を高め、健康行動

を促進するために知識や技能を身につけ自己管理

能力を育む過程における環境因子との関連を図4

に示しました。個人が健康の維持・増進を図るた

めには、様々な専門家を含めた周囲の人々のソー

シャル・サポートが必要です。これら様々なソー

シャル･サポートを本人が認知し､知覚されたソー

シャル・サポートを高めていくことが求められま

す。小児がんや進行性筋ジストロフイーなどター

ミナル期や再発時､又は病気の進行などにおいて、

病状の悪化等で不安や緊張が高いときは、知覚さ

れたソーシャル・サポートを高めるようなかかわ

りが重要です。周囲とのかかわりの中で安全感や

安心感を得ることができるような支援がなされる

と、子ども自己や他者に対する信頼感が高められ

ます。さらに教育環境の中での様々な活動やかか

わりを通して自尊心が高まると、 自己効力感も高

まり、物事に挑戦する力につながることが期待で

きます。これらのことは個人の心理的、内面的な

課題です。慢性疾患児のこれら内面的課題を支援

すると共に、彼らの知識や技能を高めていくこと

も教育の大切な営みです。慢性疾患児の場合は、

自らの病気の理解を図り、 自己管理のための技能

を身につけていくことで、健康行動を促進してい

くことができると考えています。さらに自立と社

会参加を促していくためには、医療、福祉、労働

等と連携を図りながら、学校教育において自立活

動を基盤として進路指導、職業教育を充実させて

いくことが求められます。慢性疾患児への自己管

理支援は、 自立、社会参加への支援であるともい

えるでしょう。

文献

武田鉄郎（2006）慢性疾患児の自己管理支援のた

めの教育的対応に関する研究．大月書店．

武田鉄郎・田中賀陽子他(2009)病院内にある特

別支援学級及び特別支援学校（病弱）に関する

調査．厚生労働科学研究費補助金（がん臨床研

究事業） 「働き盛りや子育て世代のがん患者や

がん経験者、小児がんの患者を持つ家族の支援

の在り方についての研究」報告書（課題番号

H20-がん臨床-一般-001研究代表者真部淳).
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ボスターセッション

ボスター発表は、 日本育療学会では今回の学術

集会が初めてとなります。基本的に、教材を見て

触って行う発表や、参加者からの意見を聞くパイ

ロットスタディ等には適した発表形式ですが、今

回は発表者の希望を第一と致しました。

また、参加者より、短時間でも良いので一つ一

つの発表を説明する時間を作って欲しいと言う要

望もありました。

今後、発表件数が増加するにつれ、必要となる

発表様式ですので、定着するようであるなら、発

表種別の緩やかな基準や発表方法の工夫は必要か

も知れません。

だ」という気持ちが現れているのは彼らが親や現

状を乗り越えてきたからこその気持ちの芽生えで

あるのではないかと思います。

P－2病院内学級担当教員が意識する職務につ

いての検討

（小沢和也・他）

発表中ずっと極度の緊張に襲われていたことも

あり、様々な先生方がいらしてくださったにもか

かわらず、ほとんど内容を忘れてしまっているの

が正直なところです。副島先生とも色々なお話を

させていただいた記憶だけは残っているのです

が・ ・ ・ O

そんな中唯一覚えているのが、 「病弱教育の専

門性とは何か」という内容の討論でした。質問を

して下さった先生は、今度大学で病弱教育の講義

を担当されるらしく、その際に自分なら病弱教育

の専門性は何であると教えるか、 という質問でし

た。環境や病状の多様さから、なかなか専門性と

いうものが生まれてきづらい部門であるとは思い

ますが、だからこそ、そういった状況で生まれて

くる様々なニーズに対し、 自身の職務に対する考

えも交えながら､臨機応変に対応していく能力に、

病弱教育の専門性があるのではないか、 と回答さ

せていただきました。

病弱教育に関する知識も経験もない自分がこの

ような意見を述べさせていただくのはおこがまし

いとも思いましたが､多くの先生からお話を伺い、

病弱教育についてさらに研究、そして経験をして

いきたいと考えさせてくれる、大変貴重な時間と

なりました。貴重な時間と経験を与えて下さった

皆様に、心から御礼申し上げます。本当にありが

とうございました。

以下は、それぞれの発表者からの感想になりま

す。発表より数ヶ月後に執筆依頼したため、様式

は統一されていませんがご容赦ください。

(文責小畑文也）

P-1 ALS患者を親にもつ子どもの親への感

情に関する質的研究

（末廣由衣・他）

<論点＞

本研究は調査対象が希少で、その中での結果を

一般化するため有効な分析方法としてM-GTAを

採用した。また、ケース研究ではなく対象者の中

での一般化が図れたという点で貴重な研究になる。

M-GTAを採用したことにより、ALS患者を

抱えた家族、子どもにどのような心理的変化が起

こるのか、その流れが理解できるものと考える。

<発表の感想＞

聞きなれない分析方法への皆さんの関心が高

かったように思います。病気、介護、家族といっ

た内容から、現代の老人介護の問題や子どもの不

登校や引きもりといった「家族システム」ともリ

ンクするのではないか、 との貴重なご意見も頂き

ました。確かに今回、対象者の方がたの心理的変

化や葛藤は見られましたが、最終的には親の病気

を受容し、 「これからの自分はこう生きていくん

P－3長期入院児に遊びの機会を保障する病棟

密着型ボランティアの現状と課題（小松華奈･他）

＜論点＞

どういった組織になっているのか、医師が責任

者になることの利点は何か、そしてどうして医師
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が責任者となったのか、入院児の病状などの情報

はどこまで、どのようにして管理しているのかと

いった点が議論の焦点となった。入院児の個人情

報の取り扱いや病院側との連携についての問題点

が指摘されている院内のボランティアゆえの論点

であったと言える。その点、本研究では責任者を

医師が担うことでそれらの問題点が軽減されるこ

とがあるという結果に稀少価値が見出された。更

に、医師が責任者となりボランティア活動を牽引

することで、ボランティア活動者に対する保護者

からの信頼も得られるという点には納得の声も聞

かれた。

病院と学校、そして患者といったそれぞれの立

場の人間が入り組んだ育療学会ならではの困難点

や問題点が、ポスター発表の場において活発に議

論できたことが自分にとって、今後の課題に取り

組む上で非常に有意義なものとなった。

る筋ジストロフィー児の卒業後の生活の質を高め

るための教育内容、特に選択教科及び総合的な学

習の時間における取組の内容とその成果を報告し

た。筋ジス児に対応する教育課程のあり方や肢体

不自由学校に在籍する筋ジス児への対応について

意見交換がなされた。

P－6重度・重複しようがい児（者）のキネシ

クス情動表現分析に関する研究一感覚教材と情動

表現記録法を中心に一 （江頭進）

＜討議事項＞

「感覚教材については、モンテッソーリ教育の発

展として考えられるが、自発的活動をどう起こさ

せるかがポイントとなる。スイッチ教材等も検討

していく必要がある。また、キネシクス情動表現

分析については、一般対象のものなので重度・重

複しようがい児用に検討することが必要である。

さらに、複数ビデオ撮影による立体的測定と脳科

学的な測定で捉え、情動変化と脳内変化の相関性

なども発展的に研究できるのではないだろうか。

重度・重複しようがい児は福祉や医療分野の対

応で十分であるという国が多く、戦時下などでは

教育できない。教育を実施している国として教育

の必要性について理論的説明ができるようにして

いくことも必要であろう。

P－4現在人の健康嗜癖について

（伊藤由美子・他）

大学院にいるため、現場で働いてらっしやる方

からのご質問やご意見は、自分では気づきにくい

ものが多く、参加する機会を得られたことを嬉し

く思います。

また、ある教師の方から、病状が重いこどもと

健康についてのお考えを聞けたことは、普段大学

と自宅の往復では触れられないものでした。健康

へのこだわりがそのまま生きることにつながる世

界があるなかで、そんなこどもたちにとって健康

とは何かというご質問には、いまだに考えさせら

れています。

人や立場や文化、歴史によって大きく変わる健

康というものについて、いろいろな方からご意見

やご質問に感謝しております。

これからずっと続く大きな問題提起をされまし

た。

P－7場面鍼黙を持つ保育園児のための疾病概

念理解と家庭との連携を主軸とした支援導入の試

み（丹羽健太郎・他）

発表時間中は、看護師・市の教育相談員の方か

らご質問やコメントをいただきました。内容は大

きく2点で、 l)場面絨黙についての基本的な質

問と、 2）場面鍼黙児への対応経験の共有化と本

事例への示唆でした。現場において場面絨黙の症

状を持つ子どもたちに最も対応しているのは教育

機関であるようで、対応方法は個別化の度合いが

強そうだと思われました。今回発表した対応方法

は、既存の対応指針を部分的に実施したものでし

たが、今後の経過を見守りながら結果を評価して

いきたいと思いました

P－5筋ジストロフイーの卒業後の生活の質を

高めるための教育内容（笠原芳隆）

今回の発表では、平成20年度B校高等部におけ
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口頭発表Ⅲ

｢病棟の心理支援」

座長濱中喜代（東京慈恵会医科大学）

土屋忠之（東京都立墨東特別支援学校）

Ⅲ－1 ．重度・重複障害児の療育的音楽活動

一こころと身体から「自副を育てる－

高山仁（たかやま音楽療法研究所）

ウエルドニッヒ・ホフマン病のN支援学校小学

部児童に対して、 2年間D・スターンの理論を背

景にした療育的音楽活動（月2回30分）を試みた

内容を関与観察、ビデオ観察し、質的に分析した

研究報告である。結果は1期の呼応的音楽活動

(musicing)の場の受容から、 5期の一連のオー

ガナイズを主観的見通しを持って統合するまでに

ついて報告された。 「他者を意識した自己」の獲

得が示めされており、意思疎通の難しい児童に対

しての療育的音楽活動による自己を育てる方法と

して、今後の活用が期待される興味深いもので

あった。

Ⅲ－3．入院児の病床環境に関する研究

古宇田千晶、高田麻衣子、小畑文也（筑波大学教

育学部研究科）

入院児の病床環境について、持込の規制を調査

や聞き取りから実態把握し、実際に小児病棟の小

児のベッド周りの撮影や子ども・保護者への面接

から入院児の特性を明らかにする研究である。子

どもの側にたって、生活の場を豊かにしていく視

点の研究であり、 自分と家庭、学校との関わりを

認識できるという持ち込む私物のもつ意味につい

て、再認識させられるものであり、 さらなる継続

研究が望まれた。

Ⅲ－4．自己表現としての写真活動

一自由な自己表現から生まれる自己肯

定感。他者との交流－

酒井貴子(NPO日本写真療法家協会）

小児専門病院で行われた自由な自己表現として

の写真活動、全6回のワークシヨツプの写真1015

の解析の研究である。自分の気に入った作品がで

きた達成感や喜び、発表会で褒められた自信が輝

く笑顔につながったり、写真という表現活動を楽

しみながら自己肯定感や他者とのコミュニケー

ションが促進させたりしたケースの報告があっ

た。アートセラピーとして、今後どのように具体

的なケアにつなげていけるか等、意見交換がなさ

れた。

（文責濱中喜代）

Ⅲ－2．医療・家庭・学校をつなぐICFの活用

をめざして

－＜第1字＞精神疾患のある児童生徒

の実態把握の方法の検討－

森山貴史甲田隆(青森県立青森若葉養護学校）

精神疾患のある児童生徒を対象として個別の支

援計画へのICFの活用方法、指導内容．方法の検

討を目的とする研究である。家庭用．学校用．医

療用・本人用の4つの実態把握表を作成して、そ

れに関するアンケートを実施した結果、前2つの

評価尺度の検討の必要性が見出されていた。学校

全体の取り組みであり、今後ICFを共通言語とし

て、支援計画指導計画作成につながっていくこと

が期待された。
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口頭発表Ⅳ

復学支援

座長山本昌邦（横浜国立大学）

棹山勝子（元神奈川県立横浜南養護学校）

Ⅳ－1 長期療養患児と保護者の心理的相互

作用の関係について－小児脳腫瘍を再

発した患児への復学支援を通して－

中澤幸子（神奈川県立平塚盲学校）

泉真由子（横浜国立大学教育人間科学部）

復学に困難さを抱えている長期療養児の移行支

援に関わり患児・保護者の心理的変容過程を分析

した。患児・保護者の気持ちを半構造化面接で聞

き取り、項目で分類、ポジティブ、ネガティブの

要素ごとに得点化した。その結果、保護者の気持

ちは患児の病状に左右されるが、患児は保護者ほ

ど病状に左右されず、友達や学校への思いが伝え

られ、学習意欲も低下が見られなかった。前籍校

との連携は取れていたが、患児の気持ちを迅速に

復学につなげることができず、残念であった。関

わる側には、保護者が前籍校に抱いていた-マイ

ナスイメージや患児の病状に対する不安・恐怖を

払拭できるような細やかな心配りが重要である。

心理的な変容が数値化されて興味深い発表で

あった。父親・病棟へのアプローチが必要だとい

う意見が出された。

と教育委員会に対してアンケート調査を行った。

53教育委員会からの回答（回収率82.8%）では、

学籍移動の期間を設けていない教育委員会が半数

を超えており、その理由として入院期間の短期化

が挙げられ、入院による不利益を被らないよう教

育的配慮がなされていた。

学籍移動を行わない入院児に対して学習保障を

している19教育委員会（35.8%）のうち10教育委

員会が出席扱いとしていた。

今後、行政レベルで望ましい復学支援が検討さ

れることを期待したい。

Ⅳ－3小児がん患児の復学支援のための病

院と地域の連携一オーストラリアの小

児病院での面接調査より－

岡本光代（和歌山県立医科大学保健看護学部）

武田鉄郎（和歌山大学教育学部 ）

オーストラリアの小児病院における小児がん患

児への復学支援の実態をスタッフへの個別面接調

査で明らかにしようとした。

その結果、入院中から退院後も継続して教育が

受けられるように特徴的な3つの柱によって体制

が整備されていた。 1つは、Back onTrackと

いう復学支援プログラムで専属の教員が配置さ

れ、

多岐にわたる役割を担っている。2つ目は、退

院後の在宅療養を支援する専門看護師の配置であ

る。3つ目は、週1回開かれる医師を中心にした復

学支援ネットワークで患児に関わるすべてのス

タッフが集まり、支援方法を検討する。

オーストラリアでは、入院に伴う学籍移動はな

く、 また、教育と医療が連携しやすい専門職の配

置もあり、今後、参考にすべき点である。

Ⅳ－2病気療養児の復学に関する現状と課

題一都道府県政令指定都市教育委員会

の実態調査より－

田中賀陽子（和歌山大学大学院）

武田鉄郎（和歌山大学教育学部）

平賀健太郎（大阪教育大学）

泉真由子（横浜国立大学教育人間科学部）

病気療養児の学習保障が十分に行われていない

要因の一つに、短期間の入院にも学籍移動を必要

とすることにあるのではないかとの仮説の基に、

入院中の学習保障と円滑な復学について院内学級
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Ⅳ－4復学校へのスムーズな教育の継続を

めざして－茨城県立こども病院訪問学

級の取り組み一

岡村三由紀（茨城県立友部東養護学校）

茨城県立こども病院訪問学級における「復学支

援4者(医師･看護師･訪問教員･前籍校教員)会議」

の取り組みと、復学後の適応状況を把握するため

に、 4年間にわたり復学後1カ月を目安に復学校・

保護者・患児に質問紙を配付し分析した。

その結果、会議については保護者．復学校のほ

とんどが必要と認めているものの、完治していな

いことへの不安は払拭されていない。保護者を通

じて外来通院の際の情報を継続的に伝えることが

必要である。適応状況については、友人関係や学

習の遅れについて不安が見られた。復学校におけ

る補習等の個別支援体制が望まれる。

訪問学級にも、復学後も保護者や復学校に対す

る継続的な相談支援体制つくりが求められている。

(文責棹山勝子）
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公開シンポジウム

「子どものこころとからだの健康をはぐくむ」

パネラー

教育の立場から

保育の立場から

看護の立場から

心理士の立場から

副島

中村

野村

日高

賢和氏（品川区立清水台小学校昭和大学病院内さいかち学級教諭）

崇江氏（自治医科大学とちぎ子ども医療センター保育士）

佳代氏（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科講師（看護師)）

響子氏（筑波大学附属病院茨城県難病相談・支援センター臨床

心理士）

助
司

一

一
一

ロ 横田雅史（帝京平成大学現代ライフ学部児童学科教授）

西牧謙吾（日本育療学会理事長国立特別支援教育研究所教育支援部

上席総括研究員）

会

次に自治医科大学とちぎ子ども医療センター保

育士の中村先生から、小児病棟の紹介と慢性病棟

における保育士の役割に言及された。具体的な役

割として、 まずは心身の安定を図ること、入院中

に発達を遅延させないこと、家族支援、生活支援

の4つを指摘した。また、病棟における遊び活動

の意義を6つ挙げ、遊びの保障のねらいと方法を

示し、病棟での具体的な実践活動を説明された。

埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科講師の野

村先生からは、はじめにテーマについて看護学か

ら見た見解を、ナーチンゲール等を引き合いに出

し説明された。また、このテーマの起源を、子ど

もの権利宣言とし、その内容にも触れられた。最

近話題にあがるプレパレーションを取り上げ、そ

の意義が単に納得して治療に取り組めると言うだ

けでなく、病気や治療に否定的観念を持たせず、

発達段階における治療を克服した達成感を得るこ

と、治療の継続への工夫にも繋がることを指摘し

た。最後に、退院支援として、保護者支援と長期

入院後の地域の受け入れについて教育との連携に

も言及された。看護師の立場と言うより研究者の

視点から、課題を詳細に分析された。

最後に、筑波大学附属病院茨城県難病相談・支

援センターの臨床心理士の日高先生から、 病気

や障害を持つ子どもや家族の支援が目指すもの、

トータルでケアの重要性、心理士について、病気

公開シンポジウムは、学会の一般公開プログラ

ムとして企画された。テーマは「子どものこころ

とからだの健康をはく．くむ」で、今回の学術集会

の全体のテーマでもある。子どものこころとから

だの健康をはぐくむことに対して、子ども自身、

保護者、かれらの周りの支援者が行っていること

を、各界の代表の方々に率直に語っていただき、

皆様方がそれぞれの現場での仕事のヒントになる

シンポジウムを企画した。

はじめに東京都品川区清水台小学校昭和大学病

院内のさいかち学級の副島先生からは、教育の立

場から｢院内学級の子ども達が教えてくれたこと」

というテーマで話された。長年の小学校通常の学

級担任の経験から、院内学級の教員と不登校を出

さない教員には対応に共通点があり、本人の好き

なこと、得意なことを探り、その面でつき合うよ

うにしている。本人が安心していられる場所をつ

くっている。活躍の場を与えている。不安や緊張

や怒りや憎悪などの不快な感情を言葉で表現でき

るようにしているということの4つのかかわりが

あるという研究を紹介された。中でも、感情の言

語化について詳しくふれ、感情コントロールがう

まくいかない子どものパターンを類型化し、その

対応法を4つ示された。最後に、その具体例とし

て、ご自分の実践事例である詩の授業を紹介され

た。
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や障害のある生活を通して見られる成長の4つの

柱で話された。特に3つめの柱に関連して、臨床

心理学的地域援助は興味深い。最後に、心的外傷

後の成長(PTG)について、事例を提示し説明

された。

横田先生から、 4人の方の講演に対してコメン

トをいただいた後、質疑の時間となった。時間の

関係で2人からの質問に4人の講演者と横田先生

が答える形で進行した。

子どもを支援する立場は違うものの、子どもを

見つめる支援には共通点が数多く認められた。詳

細は、シンポジウム記録を是非お読み頂きたい。

学会の最後にふさわしい質の高い発表であった。

この紙面をお借りして、発表者の方々と企画者で

ある小畑大会会長の御礼を申し上げたい。

(文責西牧謙吾）
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公開シンポジウム

「子どものこころとからだの健康をはく翻くむ」

企画趣旨説明司会西牧謙吾（日本育療学会理事長国立特別支援教育研究所教育支援

部上席総括研究員）

シンポジストからの提言

教育の立場から副島賢和（東京都品川区立清水台小学校昭和大学病院内さいかち学

級教諭）

保育の立場から中村崇江（自治医科大学とちぎ子ども医療センター保育士）

看護の立場から野村佳代（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科講師（看護師)）

心理士の立場から 日高響子（筑波大学附属病院茨城県難病相談・支援センター臨床

心理士）

助言横田雅史（帝京平成大学現代ライフ学部児童学科教授）

もの広い意味の「健康」というものをいかにはぐ

くんでいくか、 また、はぐくむために我々は何を

すべきか、 ということを議論してきました。学会

の最後にあたり、このシンポジウムでは、各界の

代表の方にそれぞれの立場からさらに話を深めて

いただきます。

従来､こういうシンポジウムをする場合に､チー

ム医療であるとか、チームで何々をする、そうい

う議論がよくなされます。また、連携とかそうい

う話も出てまいります。しかし､皆様の現場では、

非常に実践活動を積み重ねられているところもあ

ろうかと思いますが、多くは連携という言葉の中

に多くの問題点を抱えていて、実際にここで話を

聞いても、 「あしたから何をしたらいいのかわか

らない」ことも実は多々あるのではないかと考え

ております。そこで、今日は、あるべき論ではな

くて、それぞれの立場の現状をざっくばらんにお

話ししていただき、 うまくやれているところとや

れていないところをヒントに皆様方がそれぞれの

現場でさらに工夫を重ねていってもらえるような

シンポジウムにしていければと考えております。

申しおくれましたが、私は日本育療学会の理事

長をしております西牧と申します。今日は司会を

させていただきます。また、お隣には、帝京平成

大学の横田雅史先生に助言でご登壇いただくよう

西牧：皆様、こんにちは。

日本育療学会の最後のセッションのシンポジウ

ムを始めます。テーマは「子どものこころとから

だの健康をはぐくむ」で、今回の学術集会の全体

のテーマでもあります。今回、発表をずっとお聞

きになっている方と午後からこのシンポジウムの

みに参加されている方がおられると思いますの

で、今回の学術集会全体でどういう議論がなされ

たかということについて初めにお話をしてみたい

と思います。

ここに集っている方々は､教育の他､福祉､保育、

看護、医療、心理、 さまざまな方がここに集って

おられます。皆様は、子どもの成長を支える、子

どもの健康をはぐくむさまざまな職種に携わって

おられるわけであります。もちろん、忘れてはな

らない保護者の方もこの中にはおられます。子ど

もは､体と心をみずから成長･発達させる力を持っ

ています。我々にはその力を支える役割があると

思いますが、病気とか障害のある子どもを見た場

合には、環境要因であるとかさまざまな周りの状

態の悪さによって、 また子ども自身の体の病気、

障害によって、子どもの成長・発達が妨げられて

いくということが起こります。今回は、そのよう

な子どもの心と体を、我々、子ども自身、それか

ら保護者、かれらの周りの支援者を含めて、子ど
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にしております。シンポジストをご紹介します。

まず、東京都品川区清水台小学校昭和大学病院内

のさいかち学級、院内学級の教諭の副島先生、自

治医科大学とちぎ子ども医療センター保育士の中

村先生、埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科

講師の野村先生、最後に、筑波大学附属病院茨城

県難病相談・支援センターの臨床心理士をされて

おります日高先生、この四方にシンポジストをお

願いしております。

それでは、まず一番初めに、さいかち学級の副

島先生からお話をいただきます。副島先生は、今

テレビで放映されている「赤鼻のセンセイ」のモ

デルになっておられる先生です。

では、先生、 よろしくお願いいたします。

両r汀WﾛﾛﾛﾛUrWr■百Ww百Fロ■官汀汀9F盲罰

幽、 ワ〃iIH

L. 武牙／訂.ッ

ウソ 』 「"『………｡………“

学校というものの役割として私が考えているの

は、学習という一つの柱があって、 もう一つの柱

には社会性をはぐくむということがあると思って

います。院内学級において、頑張る力と我慢する

力とはあまり言わないんですけれども、セルフコ

ントロールということを考えた耐性ということも

学校ではぐくむ大事なものだと思っております。

それをかかわりの中ではぐくむことができるとい

うのが学校だと思っています。 「1,-タルケア」

と書いたんですけれども、スピリチュアルなこと

も含めて全人的に子どもたちを見ていくことを考

えていかなければいけないのだろうと思って取り

組んでいます。

副島：皆さん、こんにちは。副島でございます。

先週、長崎で日本カウンセリング学会があっ

たんですけれども、そのときのシンポジウムで

も皆さんにお聞きしたんですが、 「赤鼻のセンセ

イ」をごらんになったことのある方はどのぐらい

いらっしゃいますか。やっぱり多いですね。日本

カウンセリング学会で聞いたときは、視聴率と同

じぐらい、 1割ぐらいの方が手を挙げてくれただ

けだったんですけれども、やはり関心の高さはあ

るんだなと思います。いろいろご意見もおありで

しょうが､またその話は後ほどと思っております。

今回､4人のシンポジストがいるということで、

私は教育という立場からお話をしてほしいと言わ

れました。教育で何ができるか、それから、子ど

もたちの心と体の健康をはぐくむために教師に何

ができるか、教師だからできることは何かという

ことをお伝えできればと、一緒に考えていただけ

ればと思って発表いたします。一応、自分の中で

テーマは「院内学級で子どもたちが教えてくれる

こと」としました。

病気療養児への学習保障

厚生労働省2006患者調査

文部科学省2006特別支援教育資料

文部科学省2006学校基本調査

これは3年ぐらい前で、ちょっと古いんですけ

れども、一番下の段、病気を理由とした長期欠席

児童生徒数が4万5,479人、30日以上の欠席の中

で、不登校が理由とかその他の理由とかいろいろ

あるうちで、病気を理由とした欠席児童生徒数が

4万5,000を超えていたときです。このときの不

登校は、 13.3千人ということでした。恐らく5月
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5～14歳推計入院患者数

病弱･身体虚弱特殊学級在籍児童数

病弱･身体虚弱特殊学級在籍生徒数

病弱養護学校在籍児童生徒数

病気を理由とした長期欠席児童生徒数

13．3千人

1261人

435人

2853人

45479人



1日の在籍数があのようになっていると思うんで

す。これだけ見て一概には言えないと思うんです

けれども､院内学級とか特別支援学校であるとか、

そういうところで本当に学習的なケアをしている

と言える子どもたちがどのぐらいいるのだろうと

この表を見て自分は思いました。

教師の大切な4大かかわり

･本人の好きなこと､得意なことを探りその
面で付き合うようにする。

･本人が安心していられる場所を作る。

･活躍の場を与える。

･不安や緊張や怒りや嫌悪などの不快な感
情を言葉で表現できるようにする。

小林正幸(2008)

病気療養児への入院の影響

・見知らぬ環境

・分離体験

・見知らぬ人との出会い

・制限

・苦痛

・受身的存在の期待

・家族関係の変化
奥山眞紀子2007病気を抱えた子どもと家族の心のケア

日本小児医事出版

先にこっちを見てください。東京学芸大の小林

正幸先生と一緒に学校不適応について研究をして

います。このときに出ていた教師の大切な4つの

かかわりということがありました。この4つのか

かわりは､先ほどのところにちょっと戻しますと、

このグラフは、不登校を改善した先生たちの受容

的な対応の度数とそれから、不登校が改善しな

かった、ふえてしまったり現状維持だったという

人たちの受容的な対応がこのグラフにあります。

このときに、この記入なし群というのは、不登校

を出さなかった、不登校がそのクラスにいなかっ

たという受容、先生たちが当たり前のようにして

やっている受容の対応がこの学校の不登校を減ら

すことができたというのとほとんど変わらないく、

らいのグラフが出ました。

喪
失
感

2007年に奥山先生は病気療養児への入院の影響

ということで7つ挙げていらっしゃいました。こ

の7つはすべて喪失感につながるものだなと感じ

て見ております。それから、これは2009年、谷口

明子先生の本の中にあった入院児の不安の構造と

いうことで、入院児が抱えている不安にはこの5

点があるというふうに因子づけをされておりまし

た。先ほどの7点とこの5点を見たときに、私

は、 17年間、通常の学級の担任で、ずっと不登校

のこととかを考えていたものですから、すごく似

ていると思いました。学校不適応を起こしている

子どもたちと抱えている不安が似ている、それか

ら困っていることが似ていると思ったときに、こ

れが使えないかなと思ったことがありました。

実践から見えてきたこと小林正幸(2008)
不登校を改善できなかった先生は

不登校を出さない先生よりも受容的でない

戸
／
」

－

3.1

3

2,9

2.8

2.7

2.6

25

2．4

’
一

｢入院児の不安｣の構造 ｢面壺乖1

－

コ
・将来への不安

・孤独感

・治療恐怖

・入院生活不適応感

。とり残される焦り

肥入無し群効果低群効果中群効果高群

それが先ほど出したこの4つのかかわりです。

不登校を出さない先生方は、本人の好きなこと、

得意なことを探り、その面でつき合うようにして

いる。本人が安心していられる場所をつくってい

谷口明子2009長期入院児の心理と教育的援助

～院内学級のフィールドワーク～東京大学出版会
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